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○高松市廃棄物の適正処理及び再生利用の促進に関する条例 

平成５年３月25日条例第16号 

（審議会の設置） 

第17条 一般廃棄物の適正な処理、減量、再生利用の促進等を図るため、高松市廃棄物減量等推進

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員13人以内で組織する。 

３ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 


